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労働安全衛生法違反容疑で書類送検 

～フォークリフト作業計画を定めていなかった疑い～ 

 

須賀川労働基準監督署（署長 齋藤敏彦）は、本日、福島中央青果卸売株式会社及び同社常

務取締役を、労働安全衛生法違反の疑いで福島地方検察庁郡山支部に書類送検しました。 

 

 

 

 

 

 

１ 被疑者 

（１）福島中央青果卸売株式会社 

   本店所在地：福島県福島市北矢野目 

事業内容：卸売業 

（２）同社 常務取締役Ａ 

 

２ 違反条文【別紙１（関係条文）参照】 

被疑者福島中央青果卸売株式会社、被疑者Ａともに、労働安全衛生法違反 

同法第20条第１号（事業者の講ずべき措置等） 

労働安全衛生規則第151条の３第１項（作業計画） 

同法第119条第１号（罰則） 

同法第122条（両罰規定） 

 

３ 災害の概要【別紙２（災害発生状況図）参照】 

令和７年６月９日、福島県石川郡玉川村小高に所在する福島中央青果卸売株式会社玉川

流通センターにおいて、同社の労働者Ｂが、フォークリフトを運転し、同センターのター

ミナルの端部で空パレットを整理する作業をしていたところ、当該ターミナルの端部から

フォークリフトごと転落し、重傷を負う労働災害が発生しました。 

 

４ 被疑内容 

労働安全衛生法では、フォークリフトを用いて、荷の運搬作業を行わせるに際し、あらか

じめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該フォークリフトの種類及び能力、荷の種類

及び形状等に適応する作業計画（別紙３参照）を定めることなどが規定されていますが、災

害発生当時、作業計画を定めていなかった疑いがあるものです。  

【照会先】 

須賀川労働基準監督署 

監督・安衛課長 小林 拓矢 

（電  話）0248(75)3519 

須 賀 川 労 働 基 準 監 督 署 発 表 

令和７年 1 1 月 2 0 日（木） 

【事件の概要】 

令和７年６月９日、福島中央青果卸売株式会社玉川流通センターにおいて、労働者にフォ

ークリフトを用いて荷の運搬作業を行わせるに当たり、フォークリフト作業計画を定めて

いなかった疑い。 



 

 

 

関係条文 

 

労働安全衛生法 

（事業者の講ずべき措置等） 

第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 

一 機械、器具その他の設備（以下「機械等」という。）による危険 

二及び三 （略） 

（罰則） 

第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処す

る。 

一 第十四条、第二十条から第二十五条まで、（中略）の規定に違反した者 

二～四 略 

（両罰規定） 

第百二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人

の業務に関して、第百十六条、第百十七条、第百十九条又は第百二十条の違反行為をしたときは、行為者

を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

 

労働安全衛生規則 

（作業計画） 

第百五十一条の三 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業（不整地運搬車又は貨物自動車を用

いて行う道路上の走行の作業を除く。以下第百五十一条の七までにおいて同じ。）を行うときは、あらかじめ、

当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等

に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。 

２ 前項の作業計画は、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路及び当該車両系荷役運搬機械等による

作業の方法が示されているものでなければならない。 

３ 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者

に周知させなければならない。 

  

別紙 １ 



 

 

 

災害発生状況図 

 

 

※わかりやすくするため簡略化しており、必ずしも発生状況を忠実に再現したものではありません。 
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フォークリフト作業計画の見本（鳥取労働局が公開しているもの） 

https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/newpage_01958.html 

 

別紙 ３ 


